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松本市松原第 6 町会規約施行規程 

 

第１章 総  則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、松本市松原第６町会規約（以下「規約」という。）第４０条第１ 

   項の規定に基づき、規約を実施するために必要な事項を定める。 

 

第２章 入会及び退会 

（入会届及び移動届） 

第２条 入会届は、様式１により第１０条第２項に規定する班長を経由して会長に届け 

出るものとする。 

  ２ 会員又は会員と同一世帯の会員が、分離独立して、この会の区域内に世帯を構 

え、引き続き会員でいる場合又は入会する場合は、その移動又は入会を届け出る 

ものとする。 

  ３ 移動届は、様式２により班長を経由して会長に届け出るものとする。 

（退会届） 

第３条 退会届は、様式３により班長を経由して会長に届け出るものとする。 

 

第３章 会 費 等 

（入会金） 

第４条 この会に入会しようとするものは、入会金として一世帯につき５，０００円を 

 入会時に納めなければならない。但し、借家会員については、その借家又はアパ 

 －ト等の各戸ごとに定める金額を、それらの貸主が責任をもって納めるものと

し、その納め終わった借家又はアパ－ト等の各戸については、その後の入居者が

入れ替わっても入会金の納付は不要とする。 

  ２ この会に入会しようとする賛助会員は、入会金として５，０００円を入会時 

   に納めなければならない。 

  ３ 納入方法は、入会時の一括納入とする。 

（会費） 

第５条 会員は、事業年度毎に会費として、一世帯につき、正会員は８，０００円、賛 

助会員は８，０００円、借家・アパ－ト会員は５，４００円、一人親家庭会員及 

び７５歳以上の独居会員は４，０００円、独身借家会員は１，２００円をその年 

の４月に一括して納めなければならない。 

但し新たに入会する会員の入会日は毎月１日とし、入会年度の会費は、入会月 

を含めて入会年度末月までの月数分の会費を納めるものとする。 

  ２ 一人親家庭会員とは、単親で子を養育し、かつ第一子の年齢が２０歳以下であ 

る会員をいう。その場合、世帯主を一時的に変更している場合（単身赴任等）は 

対象とならない。 

  ３ ７５歳以上の独居会員とは、当該年度の 4月 1日時点で満７５歳に達している 

  独居会員の世帯をいう。 

  ４ 独身借家会員とは、単身で借家・アパ－ト等に居住する会員をいう。 
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  ５ 第１項に掲げる会費のうち、３分の２（端数が生じる場合は、１００円未満切 

   り捨て）にあたる金額は、松原地区町会連合会（以下「町会連合会」という。）

の拠出金として、連合会会則第６条第３号に定める会計に送付する。 

  ６ 第１項に掲げる会費及び第４項に掲げる拠出金の額を変更する場合は、松原地 

区すべての町会（以下「７町会」という。）の統一を図るため、７町会の会長と 

連合会会長が事前に協議するものとする。 

（公民館建設維持協力金） 

第６条 会員は、第１１章で規定する松原町内公民館施設の維持・管理・拡充のための 

基金として、公民館建設維持協力金を一世帯につき３０，０００円納めなければ 

ならない。 

  ２ 借家会員は、その貸主が責任をもって納めるものとし、金額は３０，０００円 

とする。 

  ３ アパ－ト会員の公民館建設維持協力金は、貸主が下記の金額を一括で納めるも 

のとする。 

（１） 一棟が１０戸未満の場合   一棟当たり１００，０００円 

   （２） 一棟が２０戸未満の場合   一棟当たり２００，０００円 

（３） 一棟が２０戸を超える場合は、松原町内公民館管理運営委員会（以下「運 

営委員会」という。）の協議によるものとする。 

  ４ 第２項及び第３項の公民館建設維持協力金については、入居者が入れ替わって 

も納付は不要とする。 

  ５ 納付された公民館建設維持協力金は、７町会が定める松原町内公民館管理運営 

委員会設置規則第２条に定める会計に納付する。 

  ６ ７町会の統一を図るため、公民館建設維持協力金の額を変更する場合は、運営 

委員会で事前に協議するものとする。 

（会費等の減額、免除） 

第７条 特別の事由がある会員世帯については、役員会で認めた時に限り、入会金、会 

費、公民館建設維持協力金を減額又は免除することができる（事前に管理運営委 

員会で協議）。 

  ２ 役員会で認めた場合、公民館建設維持協力金を分割納付できる。 

但し、その場合、会計年度内に納めることが原則である。 

 

第４章 会議の表決方法 

（表決の方法） 

第８条 規約第２５条第１項に規定する事項の表決は、世帯ごとに意思を統一し、その 

世帯を代表する会員が、その世帯内会員数分の表決権を一括して、次の各号に掲 

げる方法により行使する。 

（１） 総会に出席する会員を、その世帯を代表する会員とし、その会員は世帯内 

   会員数分の表決権を行使する。その場合、世帯を代表する会員は、事前に世 

帯内会員数を表明する。 

（２） 規約第２６条の規定に基づき、書面をもって表決する会員は、その書面に 

 世帯を代表する会員の住所、氏名及び会員数を明記し、所定の期日までに班 

長を経由し会長に提出する。会長は、その書面を総会当日に議長に提出する。 
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  ２ 規約第２５条第２項に規定する事項の表決は、第１項に定める世帯を代表する 

会員が、世帯内会員の意思をまとめて表決権を行使する。 

  ３ 第１項第１号又は第２号の規定は、前項の表決における書面表決又は表決の委 

任にそれぞれ準用する。 

 

第５章 町会役員等の職務他 

（町会役員等の職務他） 

第９条 役員は、規約第４条及び第５条の基本的指針を尊重し、総会において会員の中 

から選任しなければならない。役員の候補者は各班輪番とし、別途定める輪番表 

に則って選出するものとする。 

  ２ 会長は、町会を統括し、町会事業及び町会連合会事業の円滑な遂行をはかる。 

又会長は、町会連合会の理事と選考委員にあたる。 

  ３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた時は、そ 

の職務を代行する。又副会長は町会連合会の選考委員にあたる。なおかつ町内公 

民館長も兼ねる。 

  ４ 町内公民館長は、町会内の公民館活動を推進するとともに、松原地区他町会の 

町内公民館長と協力し、松原町内公民館の管理運営にあたる。 

  ５ 会計は、会計事務及び町会等の取り扱い事務を担当する。また会計は町会連合 

会の選考委員にあたる。 

  ６ 監事は、町会の業務及び会計並びに資産の状況を監査する。 

 

第６章  班 

（班及び班長） 

第１０条 町会事業の円滑な遂行のため、町会を別表１のとおり４の区域に分け、班 

を組織する。 

   ２ 各班に正副班長を各１名ずつおく。正副班長は、各班内で互選する。 

   ３ 班長は、班内を統括し、町会役員を補佐して町会事業及び町会連合会事業の 

円滑な遂行をはかる。任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

   ４ 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるとき、又は班長が欠けたときは、 

その職務を代行する。任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

（役員会及び班会） 

第１１条 役員会は総会に次ぐ、町会における重要な審議議決機関である。会長は、会 

務を円滑に運営するため、役員会を毎月開催する。 

（班会） 

第１２条 班長は、必要に応じて班会を招集することができる。班会は、各班に所属す 

る会員をもって構成する。 

 

第７章 専 門 部 

（専門部） 

第１３条 町会事業の専門的業務を行うため、次に掲げる専門部をおく。 

    （１）衛生部 

    （２）防災防犯部 
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    （３）交通安全部 

    （４）スポーツ部 

    （５）文化広報部 

２ 各専門部の選任数は、部長１名、副部長１名とする。  

３ 各専門部は松本市松原地区町会連合会の会則並びに各専門部会の会則に

則り、対応する専門部会の部員としてその任に当たる。 

 

第８章 会  計 

（会計事務） 

第１４条 出納については、会長において承認されたもの以外の出納を行うことはでき 

ない。 

   ２ 金品の出納を行う場合は、証拠書類を確認した上でなければ出納を行うこと 

はできない。 

但し、会長が特別に認めた場合は、この限りでない。その場合は、事後速 

かに証拠書類等の提出を求めるものとする。 

 

第９章 諮 問 機 関 

（特別委員会） 

第１５条 会長は、特別委員会を設置し、特別委員に対して町会の運営その他重要事項、 

    又は特殊事項について意見を求めることができる。 

   ２ 特別委員会の委員は、役員会の議決により会長が委嘱する。 

   ３ 委員の任期は、町会役員の任期以内で会長が定める。 

 

第１０章 個人情報の管理 

（個人情報） 

第１６条 この会で管理の対象とする個人情報は、下記のとおりとする。 

    （１）会員名簿（構成員名簿）の情報 

    （２）町会連合会でまとめる災害時要援護者名簿等の情報 

    （３）市等外部機関及び団体等から提供される名簿等の情報 

    （４）その他、役員会で認めた個人情報 

（個人情報の管理） 

第１７条 この会で得た個人情報は、会長の責任において保管、管理するものとし、役 

員会で認めた場合は会長以外の役員及び専門部長、班長に代行管理させること 

ができる。 

（個人情報の利用） 

第１８条 個人情報の利用は、その情報を得た目的以外の利用は一切認めない。 

（個人情報の廃棄） 

第１９条 第１６条に定める名簿等の記録された情報は、保存期限を経過した場合、速 

やかに廃棄するものとする。 

   ２ 情報が記録されている媒体の廃棄にあたっては、外部に漏えいしないよう、 

手書き及び印字情報については復元できない形に処分し、電子デ－タについて 

はデ－タ消去を行わなければならない。 
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なお、廃棄を外部業者に委託する場合は、外部業者が確実に廃棄したことを 

確認するものとする。 

 

第１１章 松原町内公民館 

（松原町内公民館の位置づけ） 

第２０条 松原町内公民館とは、７町会で共有する町内公民館を指す。 

（町内公民館の使用） 

第２１条 町内公民館の使用に関しては、７町会が定める松本市松原町内公民館使用及 

び管理に関する規定による。 

 

第１２章 代 議 員 

（代議員の選出） 

第２２条 松本市松原地区町会連合会会則第１２条の規定に基づく代議員は、各班役員

から選出する。但し、連合理事を務める役員は代議員を兼任できない。 

 

第１３章 雑  則 

（役員等の報奨） 

第２３条 役員等の報奨は、別に定める松本市松原第６町会役員報奨規定による。 

（旅費・日当） 

第２４条 町会事業に関することで、役員会において特に必要と求められた場合につい 

ては、別に定める規程により、関係する役員及び会員等に旅費及び日当を支給 

することができる。 

（表彰） 

第２５条 町会の発展に著しく貢献した者、若しくは特に善行のあった者に対しては、

役員会の議決により、これを表彰し金品を贈呈することができる。 

（慶弔） 

第２６条 会員の葬儀に際しては、葬儀に参列し弔意を表すると共に、別に定める松本 

市松原第６町会弔慰金規定により香典をおくるものとする。 

   ２ 前項が適用される事態が生じたときは、関係する班長又は副班長は、速やか 

に三役に連絡しなければならない。 

   ３ 町会のために特に功績のあった者の慶弔については、役員会の議決により金 

品を添えてその意を表することができる。 

（改廃） 

第２７条 会長は、この規程を改正し、又は廃止しようとするときは、役員会の議決を 

経て、総会に報告し、承認を得なければならない。 

 

 

 

附 則  
（施行期日） 

１ この施行規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

  この施行規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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  この施行規程は、令和２年４月５日から施行する。 

この施行規程は、令和４年４月１日から施行する。 

この施行規程は 令和５年４月１７日から施行する。 

この施行規定は、令和７年４月１３日から施行する。 

この施行規程は、令和８年４月１２日から施行する。 

（旧細則） 

２ この規程施行以前の松本市松原第６町会規約施行細則は廃止する。 

（経過措置） 

 この規程の適用に伴うその他の必要な経過措置については、役員会の議決を経て別 

に定める。 

 

 



（規程様式１） 

入  会  届 
松  本  市  松  原  第  ６  町  会 

町  会  長   殿 

            

会員の区分 （ 正会員・賛助会員・借家アパート会員・一人親家庭会員・ 

独身借家会員 ） 

所属班   （ 第  班 ） 

入会年月日 （       年  月 １日）  

入会者住所 松本市大字松原          ℡（                 ） 
 

世帯主 氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                        印（         年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （            年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （            年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （            年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （            年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （            年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （            年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （            年  月  日生） 

 

この度、貴会の区域内に居住するにあたり、貴会の目的に賛同し入会したいので松本市松原第６町

会規約施行規程第２条第 1項により本書を届けます。 

会 員 班 長 会 計 副 会 長 会 長 

     



（規程様式２） 

移  動  届 
松  本  市  松  原  第  ６  町  会 

町  会  長   殿 

            

会員の区分 （ 正会員・賛助会員・借家アパート会員・一人親家庭会員・ 

独身借家会員 ） 

所属班   （ 第  班 ） 

移動年月日 （      年  月 １日）  

移動者住所 松本市大字松原          ℡（                 ） 
 

世帯主 氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                        印（         年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （         年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （         年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （         年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （         年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （         年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （         年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （         年  月  日生） 

 

この度、貴会の区域内に居住するにあたり、貴会の目的に賛同し移動したいので松本市松原第６町

会規約施行規程第２条第３項により本書を届けます。 

 

（

会 員 班 長 会 計 副 会 長 会 長 

     



（規程様式 3） 

 退  会  届 
松  本  市  松  原  第  ６  町  会 

町  会  長   殿 

            

会員の区分 （ 正会員・賛助会員・借家アパート会員・一人親家庭会員・ 

独身借家会員 ） 

所属班   （ 第   班 ） 

退会年月日 （     年  月 １日）  

退会者住所 松本市大字松原          ℡（                 ） 
 

世帯主 氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                        印（        年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （           年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （         年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （          年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （         年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （          年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （          年  月  日生） 

 

氏
 フ リ 

名
ガ ナ

                         （          年  月  日生） 

 

この度、都合により貴会を退会したいので、松本市松原第６町会規約施行規程第３条により

本書を届けます。 会 員 班 長 会 計 副 会 長 会 長 

     



2026年 4月12日改正 任期２年制２８年度より実施

任期 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 Ｒ2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

町会長 2年 1 1 2 2 6 6 5 5 4 4 3 3 7 7 8 8 1 1 ② ② ③ ③ ④ ④ ① ① ② ② ③ ③ ④ ④ ① ①

副町会長 2年 7 8 1 3 2 4 6 6 5 5 7 7 8 8 1 1 2 2 ③ ③ ④ ④ ① ① ② ② ③ ③ ④ ④ ① ① ② ②

会計 2年 3 4 5 6 7 8 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 6 6 ④ ④ ① ① ② ② ③ ③ ④ ④ ① ① ② ② ③ ③

監事（２名） 2年 4 5 6 7 8 1 2 3 4 4 2 2 3 3 4 4 5 5 ① ① ② ② ③ ③ ④ ④ ① ① ② ② ③ ③ ④ ④

衛生部 2年 2 3 4 5 6 7 8 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ② ② ③ ③ ④ ④ ① ① ② ② ③ ③ ④ ④ ① ①

防災防犯部 2年 3 4 5 6 7 8 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 ③ ③ ④ ④ ① ① ② ② ③ ③ ④ ④ ① ① ② ②

交通安全部 2年 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 1 2 2 3 3 4 4 ④ ④ ① ① ② ② ③ ③ ④ ④ ① ① ② ② ③ ③

スポーツ部 2年 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 3 ① ① ② ② ③ ③ ④ ④ ① ① ② ② ③ ③ ④ ④

文化広報部 2年 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 ② ② ③ ③ ④ ④ ① ① ② ② ③ ③ ④ ④ ① ①

福祉部 2年 4 5 6 7 8 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

育成会 2年 1 1 2 2

健康づくり推進員会 2年 6 7 7 8 8 1 1 2 2 6 6 7 7 8 8

議長（総会日の年度） 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ②

＊班の再編成（8班体制から４班体制へ）により、令和8年度から役員の輪番を変更する。

1班 →

4班 → ＊三役、監事、専門部の任期は2年制となっている(規約第14条）。

2班 → ＊監事は三役、班長、副班長、専門部長を兼任出来ない(規約第12条）。監事は議決権を有しない(規約第24条）。

3班 → ＊役員会は毎月開催する（施行規程第11条）。役員会は役員をもって構成する（規約第16条）。 

5班 → ＊役員会は役員（会長、副会長、会計、監事、班長、副班長、専門部長）をもって構成する（規約第16条）。 

6班 → ＊班長、副班長の再任は可能とする（施行規程第10条）。 

7班 →

8班 →
④

松原第6町会　役員輪番表（規約施行規程第9条）

1班

2班

3班

4班

R7まで R8から

①

②

③



松
原
東
公
園

別表１（松本市松原第6町会規約施行規程第10条第1項関係）

１班
２班

３班

４班


